
指定管理者候補者の選定結果について 

 

江南区役所地域課所管の新潟市二本木地区コミュニティセンター及び新潟市横越体育センターに

ついて，施設の設置目的をより効果的・効率的に達成するため，以下のとおり候補者を選定しました。 

施設名 

新潟市二本木地区コミュニティセンター 

新潟市横越体育センター 

※複合施設 

所在地 新潟市江南区二本木３丁目２番５０号 

施設の概要 

地域住民の連帯感を高め，住みよい地域社会づくりを推進するため，また，

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生

活の形成に寄与するために設置された施設です。これらの施設には，学習室，

会議室，調理実習室，体育館及びミーティングルームを設置しています。 

指定期間（予定） 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

募集形態 非公募 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員 本間 一人 （横越コミュニティ協議会 会長） 

委員 大沢 美子 （横越中学校 地域教育コーディネーター） 

委員 小林 淑人 （江南区社会福祉協議会 事務局長） 

（ ）内は主な役職 

指定管理者 

（候補者） 

団 体 名  二本木地区コミュニティセンター管理運営委員会 

代表者名  会長 今井  護 

住 所  新潟市江南区二本木３丁目２番５０号 

評価基準 

Ⅰ 評価基準・評価項目 

１ 施設の平等利用の確保  

①団体について，②施設の管理方法  

２ 施設の効用を最大限に発揮し，管理経費の縮減が図られる 

①事業提案内容，②サービス向上に向けた取組，③要望や苦情への対応，

④稼働率アップへの取組，⑤予算の範囲内での適正な執行 

３ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力  

①従事者の雇用・労働条件，②地域貢献活動の実績， 

③安全確保・災害時の対応，④個人情報保護の取組・関係法令の遵守， 

⑤男女共同参画の取組  

４ 総合評価  

Ⅱ 評価  

適・否で評価（個別項目・総合評価） 

評価会議に 

おける評価 

 新潟市二本木地区コミュニティセンター及び新潟市横越体育センター指定

管理者申請者評価会議において，申請者から提出された事業計画書等の資料

及び申請者ヒアリングに基づき評価を行い，申請のあった団体について「適」

と評価されました。 

選定理由 

評価会議における評価結果をもとに所管部署において検討した結果，申請者は

新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例並びに新潟市体育施設

条例に規定する基準に適合し，設置の目的を効果的に達成することができると認

められることから，指定管理者候補者に選定しました。 

スケジュール 

評価会議（第１回） 

評価会議（第２回） 

１２月議会定例会 議決 

平成２８年１０月２０日 

平成２８年１１月０１日 

平成２８年１２月２２日 

所管部署 
(問い合わせ先) 

江南区役所 地域課 地域振興係 

ＴＥＬ ０２５－３８２－４６２４（直通） 

E-mail chiiki.k@city.niigata.lg.jp 
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